
日　時 業務内容 窓　口 お問い合わせ

12月18日㈯・
　　19日㈰　
午前８時30分〜
午後５時15分　

市税の収納・相談
収納課（市役所１階） ☎�１１２０
市民福祉課税務係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線３２２)

介護保険料の納付・
相談

介護いきがい課（市役所１階） ☎�１７１９
市民福祉課福祉係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線３１３)

後期高齢者医療保険
料の納付・相談

保険課（市役所１階） ☎�１１１６
市民福祉課保険子育て係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線３１５)

保育料の納付・相談
子育て支援課（市役所１階） ☎�１１３０
市民福祉課保険子育て係（総合支所１階） ☎�１３３１(内線３１６)
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税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る

生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険

契
約
等
に
基
づ
く
年
金
の
税

務
上
の
取
扱
い
の
変
更
に
つ

い
て
～

　

こ
の
た
び
、
遺
族
の
人
が
年
金

と
し
て
受
給
す
る
生
命
保
険
金
の

う
ち
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と

な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
の
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
と
す

る
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
年

金
に
係
る
税
務
上
の
取
扱
い
を
改

め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
17
年
分
か

ら
平
成
21
年
分
ま
で
の
各
年
分
に

つ
い
て
所
得
税
が
納
め
す
ぎ
と
な
っ

て
い
る
人
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ

の
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
所
得

税
が
還
付
と
な
り
ま
す
。

　

お
手
数
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

必
要
な
手
続
き
（
更
正
の
請
求
又

は
確
定
申
告
な
ど
）
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

こ
の
取
扱
い
の
変
更
の
対
象
と

な
る
人
や
所
得
税
の
還
付
の
手
続

き
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（ http://w

w
w
.nta.go.

jp/

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
本
庄

税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
平
成
17
年
分
に
つ
い
て
、
早
い

人
は
平
成
22
年
12
月
末
が
還
付
で

き
る
期
限
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

早
目
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
受
け
取
ら
れ
た
年
金
の
受
給
権

が
相
続
税
や
贈
与
税
の
課
税
対
象

と
な
る
場
合
は
、
実
際
に
相
続
税

や
贈
与
税
の
納
税
額
が
生
じ
な

か
っ
た
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

★
本
庄
税
務
署
☎
�
２
１
１
１(

自

　

動
音
声
案
内
２
）

12   
月
18   
日
㈯
・
19   
日
㈰

休
日
収
納
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

仕
事
の
都
合
な
ど
で
、
平
日
に

窓
口
に
来
ら
れ
な
い
人
の
た
め
に
、

市
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
及
び
保
育
料
の
休

日
収
納
窓
口
を
下
表
の
と
お
り
開

設
し
ま
す
。

※
市
役
所
へ
来
庁
の
際
は
、
庁
舎

東
側
の
夜
間
休
日
受
付
通
用
口
を
、

総
合
支
所
へ
来
庁
の
際
は
、
正
面

玄
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

住
民
票
な
ど
第
三
者
へ
交
付

し
た
場
合
の
本
人
通
知
制
度

は
ご
存
じ
で
す
か

　

こ
の
制
度
は
、
代
理
人
や
第
三

者
の
請
求
に
よ
り
住
民
票
な
ど
を

交
付
し
た
と
き
、
本
人
に
そ
の
事

実
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

　

本
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
住
民

票
な
ど
の
不
正
請
求
の
早
期
発
見

や
抑
制
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、

事
前
に
登
録
申
請
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象

・
市
内
に
住
民
票
が
あ
る
人

・
市
内
に
本
籍
が
あ
る
人

登
録
申
請　

運
転
免
許
証
な
ど
の

　

本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
う
え
、

　

窓
口
で
登
録
申
請
し
て
く
だ
さ

　

い
申
請
窓
口　

市
民
課
（
市
役
所
１

　

階)

、
市
民
福
祉
課(

総
合
支
所

　

１
階
）　

※
通
知
対
象
と
な
る
請
求
の
種
類

に
は
、
一
部
該
当
し
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
市
民
課
☎
�
１
１
１
０

※
声
の
広
報
（
録
音
テ
ー
プ
）
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

★
秘
書
広
報
課
☎
�
１
１
５
５

お
知
ら
せ

老人福祉センターつきみ荘の休館日　 　☎�３６９６
６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪〜１月３日㈪

余熱利用施設湯かっこの休館日　　 　　☎�８１２６
６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・30日㈭〜１月１日㈷
※29日㈬は、プール営業日のみ午後６時で終了します。

ボートレース戸田（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程
３日㈮〜８日㈬

※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合
からの配分金をさまざまな事業に活用しています。

今月の納税納付［納期限：12月27日㈪］
・市県民税　　　３期　・国民健康保険税　　　　６期
・介護保険料　　６期　・後期高齢者医療保険料　６期

口座振替が便利です。ぜひご利用ください。
−市税夜間収納窓口のお知らせ−

日時　12月27日㈪　　　午後５時15分〜７時
場所　・市役所１階　　収納課　☎�１１２０　
　　　・総合支所１階　市民福祉課税務係
　　　　　　　　　　　☎�１３３１（内線３２２）
※市役所へお越しの際は庁舎東側の夜間休日受付通用口
を、総合支所へお越しの際は正面玄関をご利用ください。



〈
広
告
〉

〈
広
告
〉
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あ
た
た
か
い
愛
の
心
で｢

献
血｣

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

日
時　

12
月
18
日
㈯　

午
前
10
時
～

　

正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

会
場　

ア
ピ
タ
本
庄
店

種
類　

全
血
（
４
０
０
�
・
２
０

　

０
�
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

★
健
康
推
進
課
☎
�
２
０
０
３

本
庄
保
健
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

精
神
的
な
病
気
や
悩
み
に
つ
い

て
は
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
、
青

年
期
の
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て
は

臨
床
心
理
士
に
よ
る
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

①
精
神
保
健
相
談

　

12
月
27
日
㈪　

午
後
１
時
～

②
ひ
き
こ
も
り
専
門
相
談

　

12
月
21
日
㈫
・
１
月
18
日
㈫　

　

午
後
１
時
30
分
～

※
①
②
と
も
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。

＊
予
約
、
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記

　

へ
★
本
庄
保
健
所
☎
�
６
４
８
１

製
造
事
業
所
の
み
な
さ
ま
へ
　

統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

12
月
31
日
㈮
を
基
準
日
と
し
て
、

製
造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
に

平
成
22
年
「
工
業
統
計
調
査
」
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　

12
月
中
旬
か
ら
来
年
１
月
に
か

け
て
、
埼
玉
県
知
事
が
発
行
し
た

写
真
付
身
分
証
（
調
査
員
証
）
を

持
参
す
る
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
た
内

容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ

き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
商
工
課
☎
�
１
１
７
５

自
営
業
者
の
た
め
の
「
な
ん

で
も
相
談
会
」
を
開
催

日
程
・
場
所

①
12
月
８
日
㈬　

東
台
会
館

②
12
月
12
日
㈰　

児
玉
公
民
館

③
12
月
18
日
㈯　

本
庄
公
民
館

《
①
～
③
共
通
》

時
間　

午
後
２
時
～
７
時

相
談
内
容　

年
末
の
資
金
繰
り
、

　

税
金
、
経
営
、
多
重
債
務
な
ど

★
本
庄
民
主
商
工
会
☎
�
６
２
６

　

５必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！

　

埼
玉
県
最
低
賃
金
が
、
10
月
16

日
か
ら
時
間
額
７
５
０
円
に
改
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
特
定
の
産
業
に
つ
い
て

は
別
途
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃

金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
賃
金

室
又
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督

署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
埼
玉
労
働
局
賃
金
室
☎
０
４
８
―

　

６
０
０
―
６
２
０
５

☎0120-22-3752
思い出の街から
希望の街へ…夢運びます

国民健康保険税の改定について
　日本国民は「みんなで助け合う」理念のもと、何ら
かの保険に入ることが義務となっています。この制度
により私たちは医療機関にかかっても通常は莫

ばくだい

大な
負担をせずに診療を受けることができます。
　国民健康保険（国保）は、サラリーマンや公務員、
後期高齢者医療対象者などを除いた方々を対象に、
主に市町村が運営する保険制度です。国保の運営は、
加入者から納めていただいた保険税と、市町村、都道
府県、国からの公費で賄われます。本庄市でも11月１
日現在13,214世帯、24,502人が加入しています。
　近年、多くの自治体の国保運営では、医療費の支出
が伸びる一方、保険税の収入が伸び悩んでいます。こ
のため市町村では、本来独立した会計である国保の
制度を維持するため、「法定外繰入金」という一般会
計からの補填を行っています。これには国保に加入し
ていない方からの税金も入っているため、行政サービ
スの公正・公平性が失われるという指摘もあります。
　実は本庄市でもこの「法定外繰入金」の額が増え、
大きな問題になりつつあります。過去３年間の総額で

は約13.3億円。本年度は１年間で10億円も繰り入れ
ざるを得ない状況です。市民の皆様から納めていた
だいた市税は総額約100億円ですから、実に１割が国
保の補填のために使われる計算になります。
　そこで本庄市では、本年、市民の代表の皆様による
「本庄市国民健康保険運営協議会」に対して、保険税
の適正化についてお諮りしました。様々な議論を経て、
向こう５年間で健全運営を目指す方針と、そのための
段階的な保険税改定について答申をいただいたとこ
ろです。
　国保加入者の皆様にとって税率改定は負担増を伴
い、まことに心苦しいところですが、公正公平な医療、
保険制度の維持のため、12月議会には今般の答申に
基づいた議案を市長として提出し、議員各位そして市
民の皆様にご理解いただけるよう努めて参ります。
　また、今後とも特定健診の推進など予防対策の充
実により医療費の適正化を図り、将来的に国保財政の
健全化が図れるよう努めて参りますので、皆様のご理
解とご協力を宜しくお願い致します。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　本庄市長


